
― 新たな振動障害予防対策の概要 ―

国際標準化機構（ISO）、海外での取組状況等を踏まえて、振動工具の振動加速度
のレベルに応じて、振動にばく露される時間を抑制することなどを内容とした新た
な振動障害予防対策に取り組むことが必要です。
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